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事例 23 ⺠有林との協定締結による「四国⼭地緑の回廊」の
充実強化 

 （四国森林管理局） 

 
 
 
 
四国森林管理局では、令和元年 12 ⽉ 19 ⽇に、ニッポン⾼度紙⼯業株式

会社、特定⾮営利活動法⼈四国⾃然史科学研究センターとの間で、令和２
年３⽉ 27 ⽇に三菱商事株式会社、安芸市、⾼知東部森林組合との間で「四
国⼭地緑の回廊」の連携に係る協定を締結しました。これにより、ニッポ
ン⾼度紙⼯業株式会社の社有林 240ha、三菱商事株式会社の社有林
143ha、安芸市市有林 69ha を「緑の回廊」の設定⽅針に準じて管理するこ
ととしました。 

これらの協定により、対象となる⺠有林でも⽣物多様性に配慮した管理
が担保されることとなり、四国⼭地の⽣物多様性の保全に向けて、⺠有林
関係者と協⼒して適切な森林管理を⾏うこととなりました。 

今後、モニタリング調査の結果や森林整備に関する情報を関係機関に共
有することで、「四国⼭地緑の回廊」の充実を図り、森林⽣態系の保全に
努めていきます。  

・ 高 知 県  高 知 市 （ こ う ち し ）  四 国 森 林 管 理 局  
・ 左 ： 四 国 森 林 管 理 局 、 ニ ッ ポ ン 高 度 紙 工 業 株 式 会 社 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人  

四 国 自 然 史 科 学 研 究 セ ン タ ー と の 間 で の 「 四 国 山 地 緑 の 回 廊 」 の 協 定 締 結 の 様 子  
右 ： 緑 の 回 廊 の 対 象 に 含 ま れ る 西 熊 （ に し く ま ） 山  




